
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

岡

山

県

教

育

委

員

会

事

務

決

裁

規

程

の

一

部

改

教

育

委

員

会

正

担

当

課

（

室

）

（

県

例

規

集

登

載

）

目

次

【

人

事

委

員

会

】

○

職

員

の

配

偶

者

同

行

休

業

に

関

す

る

規

則

人

事

委

員

会

【

規

則

】

○

岡

山

県

事

務

処

理

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

人

事

課

○

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

及

び

休

暇

に

関

す

る

〃

則

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

営

住

宅

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

住

宅

課

○

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

〃

す

る

規

則

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

立

学

校

授

業

料

減

免

に

関

す

る

規

則

の

教

育

委

員

会

○

岡

山

県

職

員

給

与

支

給

規

則

の

一

部

を

改

正

す

〃

一

部

を

改

正

す

る

規

則

る

規

則

○

知

事

の

権

限

に

属

す

る

事

務

の

一

部

を

教

育

委

〃

○

通

勤

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

〃

員

会

及

び

公

安

委

員

会

の

所

管

に

属

す

る

機

関

の

規

則

長

に

委

任

す

る

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

○

期

末

手

当

及

び

勤

勉

手

当

に

関

す

る

規

則

の

一

〃

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

部

を

改

正

す

る

規

則

○

岡

山

県

人

事

委

員

会

事

務

局

処

務

規

程

の

一

部

〃

【

企

業

局

】

○

岡

山

県

企

業

局

事

務

処

理

規

程

の

一

部

を

改

正

総

務

企

画

課

改

正

す

る

規

程

○

選

考

に

よ

り

採

用

す

る

職

の

範

囲

の

一

部

改

正

〃

○

岡

山

県

企

業

局

職

員

就

業

規

則

の

一

部

を

改

正

〃

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

【

正

誤

】

す

る

規

程

○

岡

山

県

公

営

企

業

に

従

事

す

る

企

業

職

員

の

給

〃

○

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

等

の

一

部

総

務

学

事

課

与

の

額

及

び

支

給

方

法

に

関

す

る

規

程

の

一

部

を

を

改

正

す

る

条

例

の

正

誤

改

正

す

る

規

程

○

岡

山

県

公

営

企

業

に

従

事

す

る

企

業

職

員

の

給

〃

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）

与

の

種

類

及

び

基

準

を

定

め

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

の

正

誤

【

教

育

委

員

会

】

岡

山

県

公

報

平成２６年７月４日 号 外



平成２６年７月４日 号 外

担

当

課

（

室

）

担

当

課

（

室

）

目

次

目

次

（

以

上

県

例

規

集

登

載

）



◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
七
号

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
事
務
処
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
人
事
課
の
部
３
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

○

６
配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認

期
間
の
延
長
の
承
認
及
び
承
認
の
取
消
し

，

（

2
6

）

地
公
法
第

条
の
６

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
八
号

岡
山
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
営
住
宅
条
例
施
行
規
則
（
平
成
九
年
岡
山
県
規
則
第
五
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
を
「
と
お
り
と
す
る
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
の
な
い
女
子
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
の
な
い
男
子

入
居
の
申
込
み
を
し

た
者
の
同
居
の
親
族
に
二
十
歳
以
上
の
者
で
経
常
的
収
入
を
得
る
職
業
に
就
い
て
い
る
も
の
が
い
な
い
こ
と
。

第
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
判
定
さ
れ
た
者
」
の
下
に
「
で
あ
る
こ
と

」
を
加
え
る
。

。

岡
山
県
営
住
宅
条
例

平
成

年
岡
山
県
条
例
第

号
第

条
第

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
県

「

（

9
39

）

8
1

営
住
宅
へ
の
入
居
を
申
し
込
み
ま
す
な
お
記
載
内
容
が
事
実
と
相
違
す
る
と
き
又
は
入
居
申
込
者
そ（

。
，

，

様
式
第
二
号
中

を

の
同
居
者
を
含
む

が
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は

入
居
に
係
る
一
切
の
権
利
を
放
棄

）

。
，

」

し
ま
す
ま
た
入
居
に
係
る
資
格
に
つ
い
て
岡
山
県
が
関
係
機
関
に
照
会
を
行
う
こ
と
に
同
意
し
ま
す

。
，

，
。

岡
山
県
営
住
宅
条
例

平
成
９
年
岡
山
県
条
例
第

号
第
８
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
県

「

（

3
9

）

営
住
宅
へ
の
入
居
を
申
し
込
み
ま
す
。

な
お

記
載
内
容
が
事
実
と
相
違
す
る
と
き
又
は
入
居
申
込
者

そ
の
同
居
者
を
含
む

が
暴
力
団
員

（

）

，
。

で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
は

入
居
に
係
る
一
切
の
権
利
を
放
棄
し
ま
す

，
。

に
改
め
る
。

ま
た
入
居
に
係
る
資
格
に
つ
い
て
岡
山
県
が
関
係
機
関
に
照
会
を
行
い
並
び
に
指
定
管
理
者
が
氏
名

，
，

，

部
屋
番
号
及
び
入
居
年
月
日
を
当
該
県
営
住
宅
の
区
域
を
含
む
町
内
会
又
は
自
治
会
及
び
補
助
管
理
人

当（

該
県
営
住
宅
の
入
居
者
の
う
ち
か
ら
選
任
さ
れ

指
定
管
理
者
と
の
連
絡
を
行
う
者
を
い
う

に
通
知
す

）

，
。

」

る
こ
と
に
同
意
し
ま
す
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
第
二
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年７月４日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
規
則
第
四
十
九
号

岡
山
県
立
学
校
授
業
料
減
免
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
立
学
校
授
業
料
減
免
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
立
学
校
授
業
料
減
免
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

岡
山
県
立
学
校
の
授
業
料
及
び
受
講
料
の
減
免
に
関
す
る
規
則

第
一
条
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
及
び
岡
山
県
立
高
等
学
校
通
信
制
課
程
入
学
金
及
び
受
講
料
徴

収
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
岡
山
県
条
例
第
四
十
八
号
。
次
条
第
二
項
に
お
い
て
「
通
信
制
課
程
入
学
金

等
条
例
」
と
い
う

）
第
一
条
の
二
第
二
項
」
に

「
及
び
」
を
「
の
授
業
料
及
び
受
講
料
並
び
に
」

。

、

に

「
の
減
免
」
を
「

以
下
「
授
業
料
等
」
と
い
う

）
の
減
免
」
に
改
め
る
。

、

（

。

第
二
条
の
見
出
し
を
「

授
業
料
等
の
減
免
等

」
に
改
め
、
同
条
中
「
の
全
部
」
を
「
又
は
年
度

（

）

」

、

「

」

「

」

、

分
の
受
講
料
の
全
部
又
は
一
部

に
改
め

同
条
た
だ
し
書
中

授
業
料

を

授
業
料
等

に
改
め

同
条
第
三
号
中
「
災
害
」
の
下
に
「
、
家
計
急
変
（
家
庭
の
経
済
的
事
情
の
急
変
を
い
う
。
次
項
及
び

次
条
第
二
項
に
お
い
て
同
じ

」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

。
）

２

家
計
急
変
が
発
生
し
た
者
（
次
項
に
お
い
て
「
家
計
急
変
者
」
と
い
う

）
に
つ
い
て
、
前
項
の

。

規
定
に
よ
り
当
該
事
由
の
発
生
の
日
以
後
に
納
期
が
到
来
す
る
年
度
分
の
受
講
料
の
一
部
を
免
除
し

た
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
免
除
を
受
け
た
後
に
お
い
て
も
な
お
納
入
す
べ
き
当
該
年
度
分
の
受
講
料

が
あ
る
と
き
は
、
通
信
制
課
程
入
学
金
等
条
例
第
四
条
第
一
項
及
び
岡
山
県
立
高
等
学
校
通
信
制
課

程
入
学
金
及
び
受
講
料
徴
収
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
三
号
）
第
二
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
納
入
す
べ
き
受
講
料
の
納
入
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
通
知
の
い
ず

れ
か
を
受
け
る
日
ま
で
の
間
猶
予
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
文
部
科
学
省
令

第
十
三
号
。
次
項
に
お
い
て
「
就
学
支
援
金
省
令
」
と
い
う

）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る

。

通
知

二

次
条
第
一
項
の
申
請
書
を
提
出
し
て
行
つ
た
申
請
に
対
す
る
受
講
料
を
減
免
し
、
又
は
減
免
し

な
い
旨
の
決
定
の
通
知

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
受
講
料
の
納
入
を
猶
予
し
た
後
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お

平成２６年７月４日　岡山県公報　号外



け
る
当
該
各
号
に
定
め
る
受
講
料
は
、
免
除
す
る
。

一

当
該
家
計
急
変
者
が
就
学
支
援
金
省
令
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
な
か
つ
た
旨

の
通
知
を
受
け
た
場
合

当
該
猶
予
し
た
受
講
料

二

当
該
家
計
急
変
者
に
つ
い
て
、
就
学
支
援
金
省
令
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た

旨
の
通
知
を
受
け
た
後
に

退
学
等
に
よ
り
高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律

平

、

（

成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
就
学
支
援
金
を
支
給
す
べ
き
事
由
が
消
滅
し
た

場
合

当
該
猶
予
し
た
受
講
料
（
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ

る
同
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
債
権
の
弁
済
に
同
法
第
三
条
第
一
項
の
就
学
支
援
金
が
充
て

ら
れ
る
部
分
を
除
く

）
。

第
三
条
第
一
項
中
「
前
条
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に

「
授
業
料
」
を
「
授
業
料
等
」
に
改
め
、
同

、

条
第
二
項
第
一
号
中
「
前
条
第
一
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
前
条

第
二
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
二
号
」
に

「
場
合
」
を
「
場
合
又
は
同
項
第
三
号
に
規
定
す
る
場
合

、

（
家
計
急
変
に
よ
る
場
合
に
限
る

」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
前
条
第
三
号
」
を
「
前
条
第
一

。
）

項
第
三
号
」
に

「
災
害
」
を
「
災
害
及
び
家
計
急
変
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
前
条
第
三
号
」

、

を
「
前
条
第
一
項
第
三
号
」
に

「
災
害
に
よ
る
場
合
」
を
「
場
合
（
災
害
に
よ
る
場
合
に
限
る

」

、

。
）

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
二
号
」
を
「
前
条
第
一
項
第
二
号
」
に

「
授
業
料
」
を
「
授
業

、

料
等
」
に
改
め
る
。

第
四
条
中
「
授
業
料
減
免
」
を
「
授
業
料
等
の
減
免
」
に
改
め
る
。

第
五
条
中
「
授
業
料
」
を
「
授
業
料
等
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
「
第
二
条
第
二
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
適
用
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
立
学
校
の
授
業
料
及
び
受
講
料
の
減
免
に
関
す
る
規
則
の
規

定
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
以
降
に
納
期
が
到
来
す
る
受
講
料
か
ら
適
用
す
る
。
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◎
岡
山
県
規
則
第
五
十
号

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
委
員
会
及
び
公
安
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
機
関
の
長

に
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
委
員
会
及
び
公
安
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
機
関

の
長
に
委
任
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
一
部
を
教
育
委
員
会
及
び
公
安
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
機
関
の
長

に
委
任
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
十
八
号
中
「
の
減
免
」
を
「
及
び
受
講
料
の
減
免
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
九
号

岡
山
県
企
業
局
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者

西

本

善

夫

岡
山
県
企
業
局
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

岡
山
県
企
業
局
事
務
処
理
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
条

並
び
に

第
条

第
７
条

第

別
表
第
一

３
の
項

中
「

1
9

）

」
を
「

1
9

）

」
に

「

」
を
「

、

）

(1)

14

，

７
条

修
学
部
分
休
業
の
承
認

期
間
の
短
縮
及
び
延
長
の
承
認

時
間
の
変
更
の
承
認
並
び
に
承

），
，

，

認
の
取
消
し

就
業
規
則
第

条
第

条
第

条
並
び
に
配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認

期
間
延

（

7
4

7
5

7
7

）

，
，

，

（

2
6

」
に
改
め
る
。

長
の
承
認
及
び
承
認
の
取
消
し

地
公
法
第

条
の
６

）

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
十
号

岡
山
県
企
業
局
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者

西

本

善

夫

岡
山
県
企
業
局
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

岡
山
県
企
業
局
職
員
就
業
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

「
第
十
二
章

修
学
部
分
休
業
（
第
七
十
四
条
―
第
七
十
八
条
）

目
次
中
「
附
則
」
を

第
十
三
章

配
偶
者
同
行
休
業
（
第
七
十
九
条
―
第
八
十
一
条
）

に
改
め

附
則

」

る
。第

四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

企
業
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
職
員
が
第
七
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す

、

、

る
修
学
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
か
つ
た
場
合
は

そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き

給
料
の
月
額
並
び
に
管
理
職
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
及
び
地
域
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
十
二
を

乗
じ
、
そ
の
額
を
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も
の
で
除
し
て
得
た
額
を
減
額

し
て
給
与
を
支
給
す
る
。

第
十
二
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
六
号
）
第
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
用
さ
れ
た
職
員

第
三
十
九
条
中
「
岡
山
県
企
業
局
職
員
勤
務
評
定
規
程
（
昭
和
四
十
五
年
岡
山
県
企
業
訓
令
第
二

号

」
を
「
岡
山
県
企
業
局
職
員
人
事
評
価
規
程
（
平
成
二
十
四
年
岡
山
県
企
業
訓
令
第
一
号

」
に

）

）

改
め
る
。

本
則
に
次
の
二
章
を
加
え
る
。

修
学
部
分
休
業

第
十
二
章

（
修
学
部
分
休
業
）

管
理
者
は
、
職
員
が
申
請
し
た
場
合
に
お
い
て
、
公
営
企
業
の
運
営
に
支
障
が
な
く
、

第
七
十
四
条

か
つ
、
当
該
職
員
の
公
務
に
関
す
る
能
力
の
向
上
に
資
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
が
第
三

項
に
規
定
す
る
教
育
施
設
に
お
け
る
修
学
の
た
め
、
第
四
項
に
規
定
す
る
期
間
中
、
一
週
間
の
勤
務

時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
（
以
下
「
修
学
部
分
休
業
」
と
い
う

）
を
承
認
す
る
こ

。
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と
が
で
き
る
。

２

修
学
部
分
休
業
の
承
認
は
、
一
週
間
を
通
じ
て
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
二
分
の
一

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
当
該
職
員
の
修
学
の
た
め
必
要
と
さ
れ
る
時
間
に
つ
い
て
、
五
分
を
単
位

と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

職
員
が
修
学
部
分
休
業
を
し
て
修
学
す
る
教
育
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
教
育
施
設
と
す
る
。

一

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
及
び
高
等
専
門

学
校

二

学
校
教
育
法
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校

三

学
校
教
育
法
第
百
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
種
学
校

四

そ
の
他
職
員
が
そ
の
施
設
に
お
い
て
修
学
す
る
こ
と
に
よ
り
公
務
に
関
す
る
能
力
の
向
上
に
資

す
る
教
育
施
設
と
し
て
、
管
理
者
が
あ
ら
か
じ
め
認
め
た
教
育
施
設

４

修
学
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
期
間
と
す
る
。

（
修
学
部
分
休
業
の
承
認
の
失
効
等
）

修
学
部
分
休
業
の
承
認
は
、
修
学
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
が
休
職
又
は
停
職
の
処

第
七
十
五
条

分
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

２

管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
修
学
部
分
休
業
の
承
認
を
取
り

消
す
も
の
と
す
る
。

一

修
学
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
が
、
当
該
修
学
部
分
休
業
に
係
る
教
育
施
設
の
課
程
を
退
学

し
た
と
き
。

二

修
学
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
が
、
正
当
な
理
由
な
く
、
当
該
修
学
部
分
休
業
に
係
る
教
育

施
設
の
課
程
を
休
学
し
、
又
は
そ
の
授
業
を
頻
繁
に
欠
席
し
て
い
る
と
き
。

三

修
学
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く

困
難
と
な
つ
た
場
合
で
当
該
職
員
の
同
意
を
得
た
と
き
。

四

大
規
模
な
災
害
、
重
大
な
事
故
等
の
発
生
に
伴
い
、
岡
山
県
企
業
局
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ

れ
る
等
非
常
事
態
の
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
職
員
が
修
学
部
分
休
業
を
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、

公
営
企
業
の
運
営
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
て
い
る
と
管
理
者
が
認
め
る
と
き
。

（
修
学
部
分
休
業
の
承
認
の
申
請
手
続
）

修
学
部
分
休
業
の
承
認
の
申
請
は
、
修
学
部
分
休
業
承
認
申
請
書
（
様
式
第
十
六
号
）

第
七
十
六
条

に
よ
り
、
修
学
部
分
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

２

管
理
者
は
、
修
学
部
分
休
業
の
承
認
の
申
請
に
つ
い
て
、
そ
の
事
由
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
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、

、

。

認
め
る
と
き
は

当
該
申
請
を
し
た
職
員
に
対
し
て

証
明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

（
修
学
部
分
休
業
の
期
間
及
び
休
業
時
間
の
変
更
）

修
学
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
管
理
者
の
承
認
を
得

第
七
十
七
条

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

修
学
部
分
休
業
の
期
間
を
短
縮
し
、
又
は
延
長
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

二

修
学
部
分
休
業
の
時
間
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

２

前
項
の
承
認
の
申
請
は
、
修
学
部
分
休
業
変
更
承
認
申
請
書
（
様
式
第
十
七
号
）
に
よ
り
、
変
更

を
要
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

３

修
学
部
分
休
業
の
期
間
の
延
長
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
一
回
に
限
る
も
の
と
す

る
。

４

修
学
部
分
休
業
の
期
間
の
延
長
の
承
認
は
、
二
年
か
ら
既
に
修
学
部
分
休
業
の
承
認
を
し
た
期
間

を
差
し
引
い
た
期
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
行
う
も
の
と
す
る
。

５

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
承
認
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
修
学
状
況
に
変
更
が
生
じ
た
場
合
の
届
出
）

修
学
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨

第
七
十
八
条

を
管
理
者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

修
学
部
分
休
業
に
係
る
教
育
施
設
の
課
程
を
退
学
し
た
場
合

二

修
学
部
分
休
業
に
係
る
教
育
施
設
の
課
程
を
休
学
し
た
場
合

三

そ
の
他
修
学
部
分
休
業
に
係
る
修
学
の
状
況
に
つ
い
て
変
更
が
生
じ
た
場
合

、

（

）

。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は

修
学
状
況
変
更
届

様
式
第
十
八
号

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る

３

第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

配
偶
者
同
行
休
業

第
十
三
章

（
配
偶
者
同
行
休
業
）

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
職
員
の

第
七
十
九
条

配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認
の
申
請
手
続
）

、

（

）

第
八
十
条

配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認
の
申
請
は

配
偶
者
同
行
休
業
承
認
申
請
書

様
式
第
十
九
号

に
よ
り
、
配
偶
者
同
行
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
の
申
請
手
続
）

前
条
の
規
定
は
、
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
十
一
条
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様
式
第
十
五
号
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。
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（第76条関係）様式第16号
（表）

修学部分休業承認申請書

申請年月日 年 月 日
岡山県公営企業管理者 殿
次のとおり修学部分休業の承認を申請します。

所属課所名

職氏名 印

１ 教 育 施 設 名 ２ 通学時間 職場～教育施設 時間 分（ ）

３ 修 学 内 容 等

４ 申 請 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

年 月 日から 年 月 日まで

毎日 時 分～ 時 分 水 時 分～ 時 分

月 時 分～ 時 分 木 時 分～ 時 分

火 時 分～ 時 分 金 時 分～ 時 分

年 月 日から 年 月 日まで

毎日 時 分～ 時 分 水 時 分～ 時 分

月 時 分～ 時 分 木 時 分～ 時 分

火 時 分～ 時 分 金 時 分～ 時 分
５ 休 業 時 間

年 月 日から 年 月 日まで

毎日 時 分～ 時 分 水 時 分～ 時 分

月 時 分～ 時 分 木 時 分～ 時 分

火 時 分～ 時 分 金 時 分～ 時 分

年 月 日から 年 月 日まで

毎日 時 分～ 時 分 水 時 分～ 時 分

月 時 分～ 時 分 木 時 分～ 時 分

火 時 分～ 時 分 金 時 分～ 時 分

６ 備 考

（注）１ この申請書には，申請に係る教育施設の入学を証明する書類（合格通知，教育施設が発行する入学証明書等）を
添付し，後日，在学証明書及びカリキュラム予定表又はそれらの写しを提出すること。
２ 「修学内容等」欄は，修学の内容及び修学によりどのような公務に関する能力の向上を考えているか記入するこ
と。

３ 「休業時間」欄は，申請期間の全期間又は確定している期間について記入すること。
４ 年間を通じて申請する場合において，夏休み等の休校期間等修学部分休業を取得する必要がない期間があるとき
は，その旨及び期間を「備考」欄に記入すること。

５ 修学部分休業の承認が，職員からの請求により取り消された場合は，その旨を裏面に記入すること。
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（裏）

休業の 承認を 取り 消され た時間 勤 務 時 間

日付 時 間 数 申 請 者 公営企業管理者 備 考

午 前 午 後 管 理 員

時 分から 時 分から 時間

時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間

時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間

時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間

時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間

時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間

時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間

時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間

時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間

時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間

時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間

時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間

時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間

時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間

時 分まで 時 分まで 分

時 分から 時 分から 時間

時 分まで 時 分まで 分
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（第77条関係）様式第17号
修学部分休業変更承認申請書

申請年月日 年 月 日
岡山県公営企業管理者 殿
次のとおり修学部分休業の変更の承認を申請します。

所属課所名
職氏名 印

１ 教 育 施 設 名

２ 変 更 理 由

変
更 年 月 日から 年 月 日まで
前

３ 休 業 期 間
変
更 年 月 日から 年 月 日まで
後

年 月 日から 年 月 日まで

毎日 時 分～ 時 分 水 時 分～ 時 分
変

月 時 分～ 時 分 木 時 分～ 時 分

火 時 分～ 時 分 金 時 分～ 時 分
更

年 月 日から 年 月 日まで

毎日 時 分～ 時 分 水 時 分～ 時 分
前

月 時 分～ 時 分 木 時 分～ 時 分

火 時 分～ 時 分 金 時 分～ 時 分
４ 休 業 時 間

年 月 日から 年 月 日まで

毎日 時 分～ 時 分 水 時 分～ 時 分
変

月 時 分～ 時 分 木 時 分～ 時 分

火 時 分～ 時 分 金 時 分～ 時 分
更

年 月 日から 年 月 日まで

毎日 時 分～ 時 分 水 時 分～ 時 分
後

月 時 分～ 時 分 木 時 分～ 時 分

火 時 分～ 時 分 金 時 分～ 時 分

５ 備 考

（注）１ 「休業時間」欄は，申請期間の全期間又は確定している期間について記入すること。
２ 年間を通じて申請する場合において，夏休み等の休校期間等修学部分休業を取得する必要がない期間があるとき
は，その旨及び期間を「備考」欄に記入すること。
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（第78条関係）様式第18号

修学状況変更届

年 月 日 届出

岡山県公営企業管理者 殿

所属課所名

職氏名 印

次のとおり修学部分休業に係る修学の状況について変更が生じたので届け出ま

す。

１ 届出の事由

□ 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した。

□ 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した。

□ その他（ ）

２ 届出の事由が発生した日

年 月 日

（注）該当する□には，レ印を記入すること。
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（第80条関係）様式第19号

配偶者同行休業承認申請書

申請年月日 年 月 日

岡山県公営企業管理者 殿

所属課所名

職氏名 印

次のとおり配偶者同行休業の を申請します。
承 認
期間の延長

□ 配偶者同行休業の承認（２，３及び４に記入）
１ 申 請 の 区 分 □ 配偶者同行休業の期間の延長（２，３及び５に記入）

氏 名
２
職 業

申
請 申請時の所属
に 先 の 名 称

（ ）係 （所在地）
る
配 外 国滞 在 事 由
偶
者 外国滞在中の
の 所属先の名称

（ ）氏 （所在地）
名
等 外国滞在事由の 年 月 日から 年 月 日まで

継続する期間

３ 職員及び配偶者
の外国滞在中の
住 所 （ 居 所 ）

４ 申 請 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

５ 延 長 の 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

既に配偶者同行
休業をしている 年 月 日から 年 月 日まで
期間

６ 備 考

（注）１ この申請書には，配偶者の外国滞在事由及びその期間を確認することができる

書類を添付すること。

２ 「職員及び配偶者の外国滞在中の住所（居所 」欄は，申請時点で未定の場合）

は「未定」と記入し，申請期間の初日の前日までに外国滞在中の住所（居所）を

定め，届け出ること。

３ 「備考」欄には，以前に配偶者同行休業をした場合における当該配偶者同行休

業の内容（配偶者の外国滞在事由及び配偶者同行休業の期間 ，配偶者同行休業）

の期間を延長する場合における延長を請求する理由その他公営企業管理者が承認

の可否を判断するに当たつて必要と思われる事項を記入すること。

４ 該当する□には，レ印を記入すること。
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附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
十
一
号

岡
山
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
額
及
び
支
給
方
法
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者

西

本

善

夫

岡
山
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
額
及
び
支
給
方
法
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

岡
山
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
額
及
び
支
給
方
法
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十

九
年
岡
山
県
営
電
気
事
業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
五
項
中
「
若
し
く
は
自
己
啓
発
等
休
業
」
を
「
、
自
己
啓
発
等
休
業
若
し
く
は
配
偶
者
同

行
休
業
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号

庁

中

一

般

教

育

事

務

所

教

育

機

関

岡
山
県
教
育
委
員
会
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡

山

県

教

育

委

員

会

別
表
第
二
教
育
政
策
の
項
中

を

と
し
、
５
か
ら
９
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
４
の
次
に
次
の

10

11

よ
う
に
加
え
る
。

５
配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認

期
間
延

，

長
の
承
認
及
び
承
認
の
取
消
し
本
庁

（

，
○

教
育
事
務
所
及
び
教
育
機
関
の
職
員
並

び
に
県
立
学
校
の
事
務
関
係
職
員
に
係

）

る
も
の
に
限
る

。

別
表
第
二
教
職
員
の
項
中

を

と
し
、
７
か
ら

ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
６
の
次
に
次
の
よ

12

13

11

う
に
加
え
る
。

７
県
立
学
校
教
職
員
及
び
県
費
負
担
教

○

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認

期
，

間
延
長
の
承
認
及
び
承
認
の
取
消
し

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年７月４日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

西

田

秀

史

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）こ

の
規
則
は
、
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
岡
山
県
条
例
第

第
一
条

五
十
六
号

以
下

条
例

と
い
う

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関

。

「

」

。
）

、

し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認
の
申
請
手
続
）

配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認
の
申
請
は
、
書
面
に
よ
り
、
配
偶
者
同
行
休
業
を
始
め
よ
う
と
す

第
二
条

る
日
の
一
月
前
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
の
申
請
手
続
）

前
条
の
規
定
は
、
配
偶
者
同
行
休
業
の
期
間
の
延
長
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
条

（
配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認
の
取
消
事
由
）

条
例
第
七
条
第
三
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
由
は
、
配
偶
者
同
行
休
業
を
し
て
い

第
四
条

る
職
員
が
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
岡
山
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
六
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と

と
な
っ
た
こ
と
と
す
る
。

（
届
出
）条

例
第
八
条
第
一
項
第
五
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
前
条
に
規
定
す
る
事

第
五
条

由
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
を
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合

（
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
に
あ
っ
て
は
、
配
偶
者
が
外
国
に
住
所
又
は
居
所
を
定
め
て
滞
在
す
る
事

由
に
変
更
を
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
変
更
後
の
事
由
が
引
き
続
き
条
例
第
四

条
に
規
定
す
る
配
偶
者
外
国
滞
在
事
由
に
該
当
す
る
と
き
に
限
る

）
と
す
る
。

。

一

配
偶
者
の
氏
名
又
は
職
業

二

配
偶
者
が
外
国
に
住
所
若
し
く
は
居
所
を
定
め
て
滞
在
す
る
事
由
又
は
当
該
事
由
が
継
続
す
る

こ
と
が
見
込
ま
れ
る
期
間
の
初
日
若
し
く
は
末
日

三

当
該
職
員
及
び
配
偶
者
の
外
国
に
お
け
る
住
所
又
は
居
所

（
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整
）
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条
例
第
十
条
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
日
は
、
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基

第
六
条

準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号
）
第
二
十
八
条
に
規
定
す
る

昇
給
日
と
す
る
。

２

条
例
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
号
給
の
調
整
は
、
あ
ら
か
じ
め
人
事
委
員
会
の
承
認
を
得
て

行
う
も
の
と
す
る
。

（
そ
の
他
）

こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。

第
七
条

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

西

田

秀

史

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第

十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
六
号
）
第
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
用
さ
れ
た
職
員

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

西

田

秀

史

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
見
出
し
中
「
等
」
を
削
り
、
同
条
第
一
号
イ
中
「
の
規
定
に
よ
り
休
業
」
を
「
又
は
職
員

の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
六
号
）
第
二
条
の
規
定
に

よ
り
休
業
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む

）
中
「
条
例
二
十
三
条
第
二
号
ロ
」
を
「
条
例
第
二
十
三
条
第
二

。

号
ロ
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年７月４日　岡山県公報　号外



岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

◎

岡
山
県
職
員
給
与
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

西

田

秀

史

岡
山
県
職
員
給
与
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
職
員
給
与
支
給
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
六
号
。
次
項

に
お
い
て
「
配
偶
者
同
行
休
業
条
例
」
と
い
う

）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
休
業
を
始
め
、
又
は

。

休
業
の
終
了
に
よ
り
職
務
に
復
帰
し
た
場
合

第
六
条
第
二
項
中
「
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ

」
を
「
派
遣
条
例
第
二

、

条
第
一
項
若
し
く
は
」
に
改
め

「
自
己
啓
発
等
休
業
条
例
第
二
条
」
の
下
に
「
若
し
く
は
配
偶
者
同

、

行
休
業
条
例
第
二
条
」
を
加
え

「
復
帰
し

」
を
「
復
職
し

」
に
改
め
る
。

、

、

、

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年７月４日　岡山県公報　号外



岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号

◎

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

西

田

秀

史

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号
中
「
の
規
定
に
よ
り
休
業
」
を
「
若
し
く
は
職
員
の
配
偶
者
同
行
休

業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
六
号
。
第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
及
び

第
十
八
条
の
四
第
二
項
に
お
い
て
「
配
偶
者
同
行
休
業
条
例
」
と
い
う

）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
休

。

業
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
二
号
中
「
自
己
啓
発
等
休
業
条
例
第
二
条
」
の
下
に
「
若
し
く
は
配
偶
者

同
行
休
業
条
例
第
二
条
」
を
加
え
、
同
項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三

号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

住
居
の
移
転
又
は
交
通
機
関
の
路
線
の
新
設
若
し
く
は
改
廃
若
し
く
は
運
行
計
画
の
変
更
に
伴

い
通
勤
経
路
又
は
通
勤
方
法
に
変
更
が
あ
る
こ
と
。

第
十
八
条
の
四
第
二
項
中
「
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
」
を
「
若
し
く

は
公
益
的
法
人
等
派
遣
条
例
」
に
改
め

「
自
己
啓
発
等
休
業
条
例
第
二
条
」
の
下
に
「
若
し
く
は
配

、

偶
者
同
行
休
業
条
例
第
二
条
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年７月４日　岡山県公報　号外



岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号

◎

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

西

田

秀

史

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（

）

期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
則

昭
和
三
十
八
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
六
号
）
第
二

条
の
規
定
に
よ
り
休
業
を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
「
配
偶
者
同
行
休
業
職
員
」
と
い
う

）
。

第
三
条
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
カ
中
「
第
五
十
五
条
」
を
「
第
八
条
第
三
項
」
に
改

め
る
。

第
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
又
は
自
己
啓
発
等
休
業
職
員
」
を
「
、
自
己
啓
発
等
休
業
職
員
又
は
配

偶
者
同
行
休
業
職
員
」
に
改
め
る
。

第
七
条
第
一
号
中
「
及
び
第
九
号
」
を
「
、
第
九
号
又
は
第
十
号
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
中
「
又
は
自
己
啓
発
等
休
業
職
員
」
を
「
、
自
己
啓
発
等
休
業
職
員
又
は

配
偶
者
同
行
休
業
職
員
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年７月４日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号

人

事

委

員

会

事

務

局

岡
山
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

西

田

秀

史

別
表
１
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

1
4

○

事
務
局
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
の
承
認

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年７月４日　岡山県公報　号外



◎
岡
山
県
人
事
委
員
会
公
示
第
四
号

昭
和
四
十
七
年
岡
山
県
人
事
委
員
会
公
示
第
二
号
（
選
考
に
よ
り
採
用
す
る
職
の
範
囲
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
六
年
七
月
四
日

岡
山
県
人
事
委
員
会
委
員
長

西

田

秀

史

第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
五
十
六
号
）
第
九

（四）
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
任
期
を
定
め
た
採
用
に
よ
り
任
用
さ
れ
る
者
を
も
つ
て
充
て
る
職

附

則

こ
の
公
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

平成２６年７月４日　岡山県公報　号外



〔
一
二
〕
平
成
二
十
六
年
七
月
四
日
付
け
（
号
外
）
公
布
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
等
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
（
岡
山
県
条
例
第
五
十
四
号
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

一
・
一
四

平
成
二
十
六
年
岡
山
県
条
例
第

号

平
成
二
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
五
十

一
・
終
わ
り
か

六
号

ら
一
五

平成２６年７月４日　岡山県公報　号外



〔
一
三
〕
平
成
二
十
六
年
七
月
四
日
付
け
（
号
外
）
公
布
岡
山
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の

給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
岡
山
県
条
例
第
六
十
一
号
）
に
誤

り
が
あ
っ
た
。

頁
・
行

誤

正

一
〇
・
一
三

平
成
二
十
六
年
岡
山
県
条
例
第

号

平
成
二
十
六
年
岡
山
県
条
例
第
五
十

六
号

平成２６年７月４日　岡山県公報　号外


